
第
二
十
三
号
様
式

第

二

百

六

十

七

号

令

和

四

年

一

月

十

八

日

納
付(

納
入)

通
知
書

第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
第

第
十
四
条
、
第
二
十
三
条
第

四
項
、
第
二
十
五
条
第
四

項
、
第
五
十
六
条
の
三
第
二

項
、
第
五
十
六
条
の
四
第
二

項
、
第
六
十
四
条
第
四
項
、

第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
、

第
六
十
四
条
の
三
第
二
項
、

第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
、

第
八
十
二
条
の
十
九
及
び
第

八
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

砂

防

課)

二
二

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
五

○
各
務
原
都
市
計
画
公
園
事
業
の
認
可

(

都
市
公
園
課)

二
七

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
税

務

課)

二
八

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
シ
ス
テ
ム
課)

三
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

三
四

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
十
六
条
の
二
中｢

第
五
十
三
条
第
三
十
六
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
五
十
五
項｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
四
及
び
第
六
十
四
条
の
三
を
削
る
。

様
式
目
次
中

｢

を

｣

｢

( ) 令和４年１月18日 岐 阜 県 公 報 第 267 号17

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
一
月
十
八
日



第
三
十
二
号
様
式

第
三
十
一
号
様
式

第
二
十
三
号
様
式

担
保(

保
全
担
保)

提
供
書

担
保(

保
全
担
保)

(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命
令
書

納
付(

納
入)

通
知
書

第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条

第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
三

第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
四

第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
四

項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
二

項
、
第
六
十
四
条
の
三
第
二

項
、
第
六
十
七
条
の
二
第
二

項
、
第
七
十
七
条
の
四
第
二

項
、
第
八
十
二
条
の
十
九
並

び
に
第
八
十
二
条
の
二
十
四

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条

第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
三

第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
四

第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
四

項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
二

項
、
第
六
十
四
条
の
三
第
二

項
、
第
六
十
七
条
の
二
第
二

項
、
第
八
十
二
条
の
十
九
並

び
に
第
八
十
二
条
の
二
十
四

第
二
項

四
項
、
第
二
十
五
条
第
四

項
、
第
五
十
六
条
の
三
第
二

項
、
第
六
十
四
条
第
四
項
、

第
六
十
四
条
の
二
第
二
項
、

第
六
十
七
条
の
二
第
二
項
、

第
八
十
二
条
の
十
九
及
び
第

八
十
二
条
の
二
十
四
第
二
項

第
三
十
二
号
様
式

第
三
十
一
号
様
式

第
三
十
三
号
様
式

担
保(

保
全
担
保)

提
供
書

担
保(

保
全
担
保)

(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命
令
書

納
税
保
証
書

第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項

及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条

第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
三

第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
四

項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
二

項
、
第
六
十
七
条
の
二
第
二

項
、
第
七
十
七
条
の
四
第
二

第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第

三
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条

第
二
項
、
第
五
十
六
条
の
三

第
二
項
、
第
六
十
四
条
第
四

項
、
第
六
十
四
条
の
二
第
二

項
、
第
六
十
七
条
の
二
第
二

項
、
第
八
十
二
条
の
十
九
並

び
に
第
八
十
二
条
の
二
十
四

第
二
項

第
二
項

第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二

十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
六

条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
の

三
第
二
項
、
第
五
十
六
条
の

四
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第

四
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第

二
項
、
第
六
十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
六
十
七
条
の
二
第

二
項
、
第
七
十
七
条
の
四
第

二
項
、
第
八
十
二
条
の
十
九

並
び
に
第
八
十
二
条
の
二
十

四
第
二
項

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め

第 267 号 岐 阜 県 公 報 令和４年１月18日 ( )18



□
更
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
つ
た
｡

□
再
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
つ
た
｡

□
地
方
税
法
施
行
令
第
９
条
の
８
の
５
及
び
第
24条
の
２
の
５
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
｡

□
第
１
号
該
当

□
第
２
号
該
当

□
第
３
号
該
当

□
更
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
つ
た
｡

□
再
生
手
続
開
始
の
決
定
が
あ
つ
た
｡

□
地
方
税
法
施
行
令
第
９
条
の
８
の
５
及
び
第
24条
の
２
の
５
に
規
定
す
る
事
実
が
生
じ
た
｡

□
第
１
号
該
当

□
第
２
号
該
当

第
三
十
三
号
様
式

納
税
保
証
書

第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二

十
五
条
第
二
項
、
第
二
十
六

条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
の

三
第
二
項
、
第
六
十
四
条
第

四
項
、
第
六
十
四
条
の
二
第

二
項
、
第
六
十
七
条
の
二
第

二
項
、
第
七
十
七
条
の
四
第

二
項
、
第
八
十
二
条
の
十
九

並
び
に
第
八
十
二
条
の
二
十

四
第
二
項

項
、
第
八
十
二
条
の
十
九
並

び
に
第
八
十
二
条
の
二
十
四

第
二
項

｣

る
。第

二
十
三
号
様
式
及
び
第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢､

第
56条
の
４
｣

及
び｢､

第
64条
の
３
｣

を
削
る
。

第
七
十
七
号
の
二
様
式
中｢第

53条
第
35項
｣

を｢第
53条
第
54項
｣

に
、

｢

を
｣

｢
に

｣

改
め
る
。

第
八
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 令和４年１月18日 岐 阜 県 公 報 第 267 号19
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伊
佐
美
２

伊
佐
美
１

大
桑
６

大
桑
５

大
桑
４

大
桑
３

大
桑
２

大
桑
１

区

域

の

名

称

山
県
市
伊
佐
美

山
県
市
伊
佐
美

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

高
富
１

佐
賀
１

高
木
３

高
木
２

高
木
１

東
深
瀬
６

東
深
瀬
５

東
深
瀬
４

東
深
瀬
３

東
深
瀬
２

東
深
瀬
１

西
深
瀬
２

西
深
瀬
１

赤
尾
２

赤
尾
１

梅
原
６

梅
原
５

梅
原
４

梅
原
３

梅
原
２

梅
原
１

椎
倉
７

椎
倉
６

椎
倉
５

椎
倉
４

椎
倉
３

山
県
市
高
富

山
県
市
佐
賀

山
県
市
高
木

山
県
市
高
木

山
県
市
高
木

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
西
深
瀬

山
県
市
西
深
瀬

山
県
市
赤
尾

山
県
市
赤
尾

山
県
市
梅
原

山
県
市
梅
原

山
県
市
梅
原

山
県
市
梅
原

山
県
市
梅
原

山
県
市
梅
原

山
県
市
椎
倉

山
県
市
椎
倉

山
県
市
椎
倉

山
県
市
椎
倉

山
県
市
椎
倉

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い

る
用
紙(
以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施

行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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葛
原
７

葛
原
６

葛
原
５

葛
原
４

葛
原
３

葛
原
２

葛
原
１

柿
野
３

柿
野
２

柿
野
１

片
原
１

神
崎
８

椿
３
椿
２
椿
１
円
原
６

円
原
５

円
原
４

円
原
３

高
富
８

高
富
７

高
富
６

高
富
５

高
富
４

高
富
３

高
富
２

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
柿
野

山
県
市
柿
野

山
県
市
柿
野

山
県
市
片
原

山
県
市
神
崎

山
県
市
椿

山
県
市
椿

山
県
市
椿

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

山
県
市
高
富

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り
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斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岐
阜
県
告
示
第
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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谷
合
７

谷
合
６

谷
合
５

田
栗
５

日
永
６

日
永
５

日
永
４

日
永
３

日
永
１

葛
原
７

葛
原
６

葛
原
５

葛
原
４

葛
原
３

葛
原
２

葛
原
１

柿
野
３

柿
野
２

柿
野
１

片
原
１

神
崎
８

椿
３
椿
２
椿
１
円
原
６

円
原
５

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

山
県
市
田
栗

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
葛
原

山
県
市
柿
野

山
県
市
柿
野

山
県
市
柿
野

山
県
市
片
原

山
県
市
神
崎

山
県
市
椿

山
県
市
椿

山
県
市
椿

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
桑
２

大
桑
１

岩
佐
５

岩
佐
４

岩
佐
３

岩
佐
２

中
洞
２

中
洞
１

富
永
５

富
永
４

富
永
３

富
永
２

富
永
１

佐
野
４

船
越
12

青
波
４

青
波
３

笹
賀
７

笹
賀
６

笹
賀
５

笹
賀
４

谷
合
12

谷
合
11

谷
合
10

谷
合
９

谷
合
８

山
県
市
大
桑

山
県
市
大
桑

山
県
市
岩
佐

山
県
市
岩
佐

山
県
市
岩
佐

山
県
市
岩
佐

山
県
市
中
洞

山
県
市
中
洞

山
県
市
富
永

山
県
市
富
永

山
県
市
富
永

山
県
市
富
永

山
県
市
富
永

山
県
市
佐
野

山
県
市
船
越

山
県
市
青
波

山
県
市
青
波

山
県
市
笹
賀

山
県
市
笹
賀

山
県
市
笹
賀

山
県
市
笹
賀

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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谷
合
２

船
越
５

船
越
４

船
越
３

船
越
２

日
永
５

日
永
４

日
永
３

日
永
２

日
永
１

葛
原
２

柿
野
１

神
崎
３

神
崎
２

神
崎
１

円
原
５

円
原
４

円
原
３

円
原
２

円
原
１

東
深
瀬
１

赤
尾
１

椎
倉
１

梅
原
２

梅
原
１

大
桑
３

山
県
市
谷
合

山
県
市
船
越

山
県
市
船
越

山
県
市
船
越

山
県
市
船
越

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
日
永

山
県
市
葛
原

山
県
市
柿
野

山
県
市
神
崎

山
県
市
神
崎

山
県
市
神
崎

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
円
原

山
県
市
東
深
瀬

山
県
市
赤
尾

山
県
市
椎
倉

山
県
市
梅
原

山
県
市
梅
原

山
県
市
大
桑

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

中
洞
１

富
永
１

岩
佐
１

谷
合
５

谷
合
４

谷
合
３

山
県
市
中
洞

山
県
市
富
永

山
県
市
岩
佐

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

山
県
市
谷
合

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務

所
及
び
山
県
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
三
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
各
務
原
都
市

計
画
公
園
事
業
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

各
務
原
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

各
務
原
都
市
計
画
公
園
事
業

二
・
二
・
二
十
七
号

つ
つ
じ
が
丘
東
公
園

各
務
原
都
市
計
画
公
園
事
業

二
・
二
・
二
十
八
号

つ
つ
じ
が
丘
南
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
十
八
日
か
ら

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

な
し

使
用
の
部
分

な
し
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訓

令

甲

第
十
三
号
の
三
様
式

第
十
三
号
の
二
様
式

第
十
三
号
様
式

徴
収
猶
予(

換
価
猶
予)

不
承
認

決
議
書

徴
収
猶
予(

期
間
延
長)

通
知
書

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換
価
猶
予

(

換
価
猶
予
取

消))

決
議
書

第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四

条
の
二
第
三
項
、
第
八
十
一

条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
八

条
の
三
第
一
項
、
第
八
十
八

条
の
三
の
二
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
八

十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
百

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十

項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
八
十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
八
十
八
条
の
三
の
二

第
一
項
、
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
、
第
八
十
九
条
の
三

第
一
項
、
第
百
一
条
並
び
に

第
百
二
十
六
条
の
八
第
三
項

並
び
に
附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
一
項
、
第
八
項

及
び
第
十
項
、
第
十
四
条
第

一
項
、
第
四
項
及
び
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一

項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
、

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
の
二
第
一

項
、
第
八
十
九
条
の
二
第
一

項
、
第
八
十
九
条
の
三
第
一

項
、
第
百
一
条
、
第
百
二
十

五
条
の
七
第
一
項
並
び
に
第

百
二
十
六
条
の
八
第
三
項
並

び
に
附
則
第
三
項

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中｢

第
五
十
三
条
第
二
十
項｣

を｢
第
五
十
三
条
第
三
十
二
項｣

に
、

｢

第
三
十
四
項｣

を｢

第
五
十
三
項｣

に
、｢

第
三
十
七
項｣

を｢

第
五
十
六
項｣

に
、｢

第
三
十
八
項｣

を｢

第
五
十
七
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
二
項
中｢

第
五
十
三
条
第
四
十
三
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
六
十
一
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
中｢

第
三
項｣

を｢

第
二
項
後
段｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
の
二
第
二
項
中｢

第
五
十
三
条
第
五
十
三
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
七
十
項｣
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

第
五
十
三
条
第
五
十
三
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
七
十
項｣

に
、｢

第
五
十
三
条
第

五
十
六
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
七
十
三
項｣

に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
の
三
の
二
、
第
八
十
八
条
の
五
及
び
第
八
十
九
条
の
三
を
削
り
、
第
八
十
九
条
の
四
を

第
八
十
九
条
の
三
と
す
る
。

第
八
十
九
条
の
五
を
削
る
。

第
九
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中｢

又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額｣

を
削
る
。

第
九
十
三
条
第
三
項
中｢

第
五
十
三
条
第
三
十
七
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
五
十
六
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中｢

第
五
十
三
条
第
四
十
二
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
六
十
項｣

に
改

め
る
。

別
記
様
式
目
次
中

｢

を
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第
十
三
号
の
二
様
式

第
十
三
号
様
式

第
十
三
号
の
四
様
式

徴
収
猶
予(

期
間
延
長)

通
知
書

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換
価
猶
予

(

換
価
猶
予
取

消))

決
議
書

徴
収
猶
予(

期
間
延
長)

不
承
認

通
知
書

第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十

項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
八
十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
八
十
九
条
の
二
第
一

項
、
第
百
一
条
並
び
に
第
百

第
十
三
条
第
一
項
、
第
八
項

及
び
第
十
項
、
第
十
四
条
第

一
項
、
第
四
項
及
び
第
六

項
、
第
十
四
条
の
二
第
一

項
、
第
八
項
及
び
第
十
項
、

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
、

第
百
一
条
、
第
百
二
十
五
条

の
七
第
一
項
並
び
に
第
百
二

十
六
条
の
八
第
三
項
並
び
に

附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
四
項
、
第
八
十

一
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
の
二
第
一
項
、
第

八
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第

八
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第

百
一
条
、
第
百
二
十
五
条
の

七
第
一
項
及
び
第
百
二
十
六

条
の
八
第
三
項
並
び
に
附
則

第
三
項

一
条
、
第
百
二
十
五
条
の
七

第
一
項
及
び
第
百
二
十
六
条

の
八
第
三
項
並
び
に
附
則
第

三
項

第
十
四
号
様
式

第
十
四
号
様
式

第
十
三
号
の
四
様
式

第
十
三
号
の
三
様
式

徴
収
猶
予
取
消
通
知
書

徴
収
猶
予
取
消
通
知
書

徴
収
猶
予(

期
間
延
長)

不
承
認

通
知
書

徴
収
猶
予(

換
価
猶
予)

不
承
認

決
議
書

第
十
三
条
第
九
項
及
び
第
十

項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
八
十
八
条
の
三
第
一

第
十
三
条
第
九
項
及
び
第
十

項
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一

項
、
第
八
十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
八
十
八
条
の
三
の
二

第
一
項
、
第
八
十
九
条
の
二

第
一
項
、
第
八
十
九
条
の
三

第
一
項
、
第
百
二
十
五
条
の

七
第
一
項
並
び
に
第
百
二
十

六
条
の
八
第
三
項

第
十
三
条
第
四
項
、
第
八
十

一
条
の
二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、
第
八
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
百
一

条
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第

一
項
及
び
第
百
二
十
六
条
の

八
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三

項 第
十
三
条
第
三
項
、
第
十
四

条
の
二
第
三
項
、
第
八
十
一

条
の
二
第
一
項
、
第
八
十
八

条
の
三
第
一
項
、
第
八
十
九

条
の
二
第
一
項
、
第
百
一

条
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第

一
項
及
び
第
百
二
十
六
条
の

八
第
三
項
並
び
に
附
則
第
三

項 二
十
六
条
の
八
第
三
項
並
び

に
附
則
第
三
項

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢
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第
二
十
六
号
様
式

第
二
十
五
号
様
式

第
二
十
四
号
様
式

担
保
財
産
処
分(

保
証
人
か
ら
の

徴
収
金
徴
収)

決
議
書

担
保
解
除
通
知
書

担
保(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命
令
決
議
書

第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十

一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

の
二
第
二
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
二
項
、
第
八
十
九
条

第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十

一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

の
二
第
二
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
二
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
二
項
、
第
百
二
十
一

条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
七

第
三
項

第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十

一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

第
二
項
、
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

の
二
第
二
項
、
第
八
十
九
条

の
二
第
二
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
二
項
、
第
百
二
十
一

条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
七

第
三
項

項
、
第
八
十
九
条
の
二
第
一

項
、
第
百
二
十
五
条
の
七
第

一
項
並
び
に
第
百
二
十
六
条

の
八
第
三
項

第
百
九
十
五
号
の
三

様
式

第
二
十
六
号
様
式

第
二
十
五
号
様
式

第
二
十
四
号
様
式

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
県
民

税
・
事
業
税
の
徴
収
猶
予
通
知
書

担
保
財
産
処
分(

保
証
人
か
ら
の

徴
収
金
徴
収)

決
議
書

担
保
解
除
通
知
書

担
保(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命
令
決
議
書

第
八
十
八
条
の
四
第
一
項
、

第
八
十
八
条
の
五
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
四
及
び
第
八

十
九
条
の
五

第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十

一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

第
二
項
、
第
八
十
九
条
の
二

第
二
項
、
第
百
二
十
一
条
及

び
第
百
二
十
五
条
の
七
第
三

項 第
十
七
条
第
三
項
、
第
二
十

一
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条

第
三
項
、
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

第
二
項
、
第
八
十
九
条
の
二

第
二
項
、
第
百
二
十
一
条
及

び
第
百
二
十
五
条
の
七
第
三

項 第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十

一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条

第
二
項
、
第
八
十
一
条
の
二

第
二
項
、
第
八
十
八
条
の
三

第
二
項
、
第
八
十
九
条
の
二

第
二
項
、
第
百
二
十
一
条
及

び
第
百
二
十
五
条
の
七
第
三

項 の
三
第
二
項
、
第
百
二
十
一

条
及
び
第
百
二
十
五
条
の
七

第
三
項

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を
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第
百
九
十
五
号
の
四

様
式

第
百
九
十
五
号
の
三

様
式

第
百
九
十
五
号
の
四

様
式

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
税
の

徴
収
猶
予
通
知
書

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
県
民

税
・
事
業
税
の
徴
収
猶
予
通
知
書

租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行

わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
法
人
税
の

徴
収
猶
予
通
知
書

第
八
十
八
条
の
四
第
二
項

第
八
十
八
条
の
四
第
一
項
及

び
第
八
十
九
条
の
三

第
八
十
八
条
の
四
第
二
項
及

び
第
八
十
八
条
の
五
第
二
項｣

｢

に
改
め

｣

る
。別

記
第
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
三
号
の
四
様
式
ま
で
、
別
記
第
十
四
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十

四
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢､

第
88条
の
３
の
２
｣

及
び｢､

第
89条
の

３
｣

を
削
る
。

別
記
第
百
八
十
九
号
様
式
中｢第

53条
第
40項

(第
41項
・
第
42項
)
｣

を｢第
53条
第
59項

(第

60項
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
九
十
三
号
様
式
中｢第

３
項
｣

を｢第
２
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
百
九
十
五
号
の
三
様
式
及
び
別
記
第
百
九
十
五
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
百
九
十
六
号
様
式
及
び
別
記
第
二
百
六
号
様
式
中｢連

結
区
分
｣

を｢通
算
区
分
｣

に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
す
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量
リ
モ
ー
ト
操
作
型
在
宅
勤
務
環
境
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
11月
５
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
12月
17日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
金
町
６
丁
目
６

N
EC
ネ
ッ
ツ
エ
ス
ア
イ
株
式
会
社
岐
阜
営
業
所

所
長
真
井
隆

６
落
札
金
額
49,500,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
情
報
シ
ス
テ
ム
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

田
鶴
境
土

地
改
良
区

令
和�･��･��
理
事

志

水

茂

海
津
市
南
濃
町
田
鶴

六
〇
〇
番
地
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令
和
四
年
一
月
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


